




拡充プラン 拡充プラン
+歯科治療費用補償

拡充プラン
+歯科治療・既往症補償

補償内容トラベルプロテクト付＊１

傷害死亡 1,000万円 1,000万円 1,000万円

傷害後遺障害 1,000万円 1,000万円 1,000万円

治療・救援費用 無制限 無制限 無制限

応急治療・救援費用 ― ― 300万円

賠償責任/留学生賠償責任 1億円 1億円 1億円

携行品損害 20万円 20万円 20万円

航空機寄託手荷物 3万円定額 3万円定額 3万円定額

航空機遅延 有（3万円、1万円、5千円） 有（3万円、1万円、5千円） 有（3万円、1万円、5千円）

歯科治療費用 ― 30万円（待期期間15日） 30万円（待期期間15日＊2）

保険金額

1日まで 1,380円 1,510円
2日まで 1,810円 2,010円
3日まで 2,200円 2,460円
4日まで 2,550円 2,850円
5日まで 2,970円 3,340円
6日まで 3,380円 3,790円
7日まで 3,710円 4,170円
8日まで 4,020円 4,530円
9日まで 4,310円 4,860円
10日まで 4,600円 5,200円
11日まで 4,890円 5,530円
12日まで 5,170円 5,850円
13日まで 5,450円 6,180円
14日まで 5,740円 6,500円
15日まで 5,980円 6,780円
17日まで 6,340円 7,690円
19日まで 6,870円 8,380円
21日まで 7,430円 9,120円
23日まで 7,770円 9,600円
25日まで 8,080円 10,080円
27日まで 8,370円 10,540円
29日まで 8,610円 11,010円
31日まで 8,840円 11,390円

保険料

保険期間
31日超のみ

保険金額・保険料表（保険金額31日まで）

保険金額

【歯科治療費用保険金の補償内容】
留学先で歯が痛くなった場合 *1
*1 留学中に発病した歯科疾病に対して、保険始期から待機期間を経過した日の翌日の午前０時より後に歯科治療（除く

予防、矯正治療）を開始した場合に限ります。待機期間15日を経過するまでの治療費用は補償対象となりません。

※待機期間15日、縮小割合80％を設定しています。待機期間（15日）を経過した日の翌日以降で医師の治療を開始し

た場合に80％を乗じた金額をお支払いします。

＊1 契約タイプでご契約され、被保険者証をお持ちいただいているお客様が対象になります。

＊2 待期期間である15日までの保険期間は補償されません。



拡充プラン 拡充プラン
+歯科治療費用補償

拡充プラン
+歯科治療・既往症補償

補償内容トラベルプロテクト付＊1

傷害死亡 1,000万円 1,000万円 1,000万円

傷害後遺障害 1,000万円 1,000万円 1,000万円

治療・救援費用 無制限 無制限 無制限

応急治療・救援費用 ― ― 300万円

賠償責任/留学生賠償責任 1億円 1億円 1億円

携行品損害 20万円 20万円 20万円

航空機寄託手荷物 3万円定額 3万円定額 3万円定額

航空機遅延 有（3万円、1万円、5千円） 有（3万円、1万円、5千円） 有（3万円、1万円、5千円）

歯科治療費用 ― 30万円（待期期間15日） 30万円（待期期間15日）

保険金額

34日まで 9,360円 10,570円 12,230円
39日まで 10,580円 12,030円 14,070円
46日まで 12,370円 14,080円 16,660円
53日まで 14,460円 16,400円 19,620円
2カ月まで 16,980円 19,250円 23,180円
3カ月まで 23,180円 26,390円 32,070円
4カ月まで 32,850円 37,050円 47,090円
5カ月まで 42,320円 47,560円 60,770円
6カ月まで 51,680円 57,920円 74,250円
7カ月まで 61,150円 68,440円 87,930円
8カ月まで 70,680円 78,980円 101,620円
9カ月まで 80,440円 89,780円 115,700円
10カ月まで 90,040円 100,390円 129,490円
11カ月まで 99,260円 110,660円 142,860円
1年まで 108,850円 121,220円 156,620円

保険料

保険金額・保険料表（保険金額31日超）

保険金額

【歯科治療費用保険金の補償内容】
留学先で歯が痛くなった場合 *1
*1 留学中に発病した歯科疾病に対して、保険始期から待機期間を経過した日の翌日の午前０時より後に歯科治療（除く

予防、矯正治療）を開始した場合に限ります。待機期間15日を経過するまでの治療費用は補償対象となりません。

※待機期間15日、縮小割合80％を設定しています。待機期間（15日）を経過した日の翌日以降で医師の治療を開始し

た場合に80％を乗じた金額をお支払いします。

＊1 契約タイプでご契約され、被保険者証をお持ちいただいているお客様が対象になります。


